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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【公開番号】特開2015-15540(P2015-15540A)
【公開日】平成27年1月22日(2015.1.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-005
【出願番号】特願2013-139868(P2013-139868)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｋ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ   5/1534   (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ  17/16     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｋ    5/00     　　　Ｓ
   Ｈ０３Ｋ    5/00     　　　Ｅ
   Ｈ０３Ｋ   17/16     　　　Ｈ
   Ｇ０６Ｆ    1/04     　　　Ａ
   Ｇ０６Ｆ    1/04     ３３０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月25日(2016.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　一方が非同期型の場合は、クロック発生回路１０Ｂとクロック発生回路４０とが略同じ
発振周波数であったとしても、若干の誤差により、一方の基本クロックの周波数が他方の
基本クロックの周波数に比べて若干進むか又は遅れることになる。
　例えば、一方が１％進む場合は、基本クロックの１００クロックにつき１クロックずつ
進むことになり、基本クロックの１００クロックに１回だけ周期的に変化開始タイミング
（立上り）の同調が発生する。それに伴って、ピーク成分の合成による高周波ノイズが周
期的に発生することになる。
　実施例２では、クロックモニタ部３０がクロック発生回路４０の低速クロックＣＬＫ－
ＡＳを監視しておき、複数種類の低速クロックの変化開始タイミングの同調が発生する前
に、分周カウンタ２０ａの分周比を変更（増分又は減分）することにより、同調によるピ
ーク成分の合成を回避するものである。
　このクロックモニタ生成部３０は、概説すれば、通常使用時におけるＥＭＩ状態を確認
して問題となる周波数を検出すること、周波数から問題となる動作ブロックを決定するこ
と、該当ブロックの分周カウンタの設定値を変更すること、変更後1回のみ分周カウンタ
の分周比を変更することの４つの機能を行っている。
　次に、クロックモニタ部３０の具体的な構成を説明する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００６３】
　図９および図１０は、実施例２におけるケース２の場合（低速クロックＣＬＫ－ＡＳが
低速クロックＣＬＫ－Ｓよりも１％進んだ、ＣＬＫ－ＡＳ=２×（ＣＬＫ－Ｓ）×９９％
の場合）の動作を説明するためのタイミングチャートであり、特に図９はｕｐ制御に至る
前の状態のタイミングチャートを示し、図１０はｕｐ制御の状態のタイミングチャートを
示す。次に、図９を参照して、ケース２（ｕｐ制御）の場合の具体的な動作を説明する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　クロック発生回路１０Ｃは、基本クロック発生回路１１と、２種類（又は２系統）の高
速クロックＣＬＫ－Ｈ１，ＣＬＫ－Ｈ２を発生するための高速クロック発生回路５０と、
低速クロック発生回路の一例の分周回路４とを含む。基本クロック発生回路１１は図１と
同様のものであり、分周回路４は図１５と同様のものが用いられる。
　高速クロック発生回路５０は、基本クロック発生回路２から供給される基本クロックＭ
ＡＩＮ－ＣＬＫに基づいて、２種類の高速クロックＣＬＫ－Ｈ１，ＣＬＫ－Ｈ２を発生し
て、回路ブロック５Ａ，５Ｂにそれぞれ供給する。すなわち、高速クロック発生回路５０
は、回路ブロック５Ａに高速クロックＣＬＫ－Ｈ１を供給するための設定値レジスタ５１
ａ，制御イネーブル生成部５２ａ，制御部５３ａおよびＡＮＤゲート５４ａを含む第１の
回路系と、回路ブロック５Ｂに高速クロックＣＬＫ－Ｈ２を供給するための設定値レジス
タ５１ｂ，制御イネーブル生成部５２ｂ，制御部５３ｂおよびＡＮＤゲート５４ｂを含む
第２の回路系とからなる。
　第１の回路系の制御イネーブル生成部５２ａ，制御部５３ａと、第２の回路系の制御イ
ネーブル生成部５２ｂ，制御部５３ｂとは、回路ブロック５Ａ，５Ｂの動作単位となる８
クロック又は１６クロックの高速クロックの固まりのうち、１つ目のクロックの動作開始
タイミングが重ならないように、一方の高速クロック（例えばＣＬＫ－Ｈ１）の単位で所
定数だけずらせて（又は飛ばして）発生するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
（付記４）
　同調状態検出手段（３０）は、
　　第１の低速クロック信号の変化開始時を検出する第１のエッジ検出部（３１ａ）と、
　　第２の低速クロック信号の変化開始時を検出する第２のエッジ検出部（３１ｂ）と、
　　第１のエッジ検出部によって検出された第１の低速クロック信号のエッジと第２のエ
ッジ検出部によって検出された第２の低速クロック信号のエッジとの差分が所定範囲内に
なったことを検出する差分検出手段（３２，３３，３４ａ，３４ｂ）とを含み、
　周期変更手段は、差分検出手段の出力に応答して、第１のクロック発生手段に作用して
、第１の低速クロック信号の周期を基本クロックの所定数に相当する期間だけずらせるよ
うに変更する、付記３に記載のＥＭＩ対策回路。
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